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創業 ・第ニ創業促進補助金

平成2 7年3月 2日 (月)
~平成27年3月 3 ー日 (火) 1 7時 (必着)

平成2 7年4月 3 日 (金)

 

 

 

 

【問い合ゎせ先】
創業 '
住 所: 〒ー04一0045

:東京都中央区築地3ーー 6一9
電 話: 03ー5550一ー 31 1

受付時間:ー0=00~ー2=00、 (祝日を除く。 )

※郵便、

・

・ 以下の中小企業庁の

(U R L) go. htm

募集締切りの直前になると、

・ 第二副業促進補助金事務局〉
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立成2 6年度補=予算

【寡彙要項】

雄彙期闔】 \
※なお、 電子申請の場合は、 までとなりま
す。

第二創業促進補助金事務局

ァーバンメィッビル2F

ー3:00~ー7:00/月~金嬲日
宅配便等にょる送付又は董子申請により応募ください。

【ご注薫】
本補助金の申請に際しては、 認定支援機関による事業計画の策定か
ら実行までの支援内容にっぃて、 当該認定支援機関の確認を受けて
いる必要がぁります。
認定支援機関の具体名、 連絡先等にっいては、
ウェプサィ トをご覧いただくか、 最寄りの各経済産業局までお問ぃ
合ゎせください。

http://WWW. ChUShO. meti. jp/keiei/kakushin/nintei/kyoku/ichiran.
° 認定支援機関に確認を依頼しても間に

足ゎなし丶場合がぁりますので、 余裕をもって依頼をしてくださしソ

平成27年3月
〈副業
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産業競争カ強化法仁基づく認定市区町村での創業に対する重点的支援

補助対象事業 〝 ・` 3

補助事業期間 ; .,' '・'・ 5

事業のスキ一ム 〝・ 〟 6_

交付決定後の注意事項 」 ' ー 6“

反社会的勢カとの関係ヵゞ半=明した場合' 7
詔定支援機関仁っぃて 7. 1
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「創業 ・ は、

「補助」 という。 ) 我が

『補助金等に係る予

 

 

I2. I

以下の (ー) から (5)

(ー) 又は であること。

の とは、 公募開始日 (平成2 2日) 補
(以下、 会社法上の株式会社、 合同会社、 、

) ・ ・ 協業組合・
者。

・企業組合 ・

とは、'個人事業主、 (平
7 2 日) (平成2 3 日) から、 (平

成2 ー 日)
また、 公募開始日 (平成2 7 2 日)

「会社」 及び 「個人事業主」 とは、 「中小企業者」 を指

定 義
製造業その他

(注ー) 0 0人以下の会社及び個人事業主

o

`

サーピス業
(注2) o

(一部を除く) 0 0人以下
注2 O 0人以下

0 0人以下

 

 

 

 

 

  

 

 

「特定非営利活動法人」 とは、
てー

_

ア) もの ~

イ)
) 〝

ウ)

2

・事業のご`案内

ーー,~事業の目白g〝 “ '^ ー

第二創業促進事業J 新たに創業する者ゃ第二創業を行う者に対して、 その創業等に婁
する経費の一部を助成 似下 する事業で新たな需要ゃ雇用の創出等を促レ
国経済を活性化させることを目的とします。

※本補助金の対象となる事業の実施に当たっては、 国が行う補助事業と同様に、
算の執行の適正化に関する法律』 の規定が適用されます。

〟

募集対象者 '

本補助金の募集対象者は、 の要件をすべて満たす者でぁることが必要です牽

「新たに創業する者」 「第二倉=業を行ぅ者」

「新たに創業ずる者」 7年3月 以降に創業する者でぁって
助事業期問完了日までに個人開業又は会社 合名会社、
合資会ネ土を指す。 企業糸且合 特定非営利活動法人の設立を行い、 その代表となる

この揚合の応募主体は、 個人となります。

※応募者自らが以下の役職に就く必要がぁります。
・会社設立の齢=今代表取締役ぁるぃは代表社員

協業組合設立の楊合…代表役員
・特定非営利活戴法人設立の齢…理事長

@ 「第二創業を行う者」 会社又は特定非営利活動法人であって丶 公募開始日
〟成2 年3日 の6か月前の日 6年9月 公募開始日以降6か月以内

7年9月 ヵゝっ補助事業期間完了日までの問に事業承継を行った者又は行う予定の者が
対象となります。 年3月 から補助事業期問完了日までに既存
事業以外の新事業を開始することが必要です。 なぉ、 代表者の承継は親族に限りません。

※上記の@における 以下の定義に該当ずる '

します。

業種分類
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員
の数が3

卸声業 資本金の額又は出資の総額がー億円以下の会社又は常離用ずる従業員
寶 の数がー 0人以下の会ネ扱び個人事業主

小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用ずる従業
員の数が5 0人以下の会ネ土及び個人事業主
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業
員の数がー 0人以下の会‡土及び個人事業主

注ー ゴム製品製造業 は資本金3億円以下又ほ従業員9
旅館業は資本金5千万円以下又は従業員2 ソフ トウェア業情報処理サービス莱は資本金
3億円以下又は従業員3

※上記の@における 中小企業者の振興に資する事業を行う者でぁっ
以下のいずれかを満たす必要かぁります。
中小企業者と連携して事業を行う
中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立ずるもの (‡土員総会におけ
る表決の二分の一以上を中小企業者が有しているもの。
新たな市場の創出を通じて、 中小企業の市揚拡大にも資する事業活動を行う者でぁって、



創業 一

ご注意くださぃ

 

(2) (みなし大企業)

業者
・

' 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、

※大企業とは、 上記 (ー)
大企業と

O
O

(3) (※) の場合、 日本国内に居住 し、 日本国内で事業を興す者であること。
日本国内に本社を置き、

※外国籍の方は、 「国籍 ・ 地域」
「3 。条4 5規定区分」

(4)

(5) また、
を有しないこと。
また、

 

3.
(平成25年ー ー 1 日法律第98号) では、

この計画を国が認
定、 計画の認定を受けた市区町村では、 商工会 ・

・

村又は当該定市区町 (※) 場合
及び、

※認定市区町村は、 第4回認定 (平成2 7 2 7 日) 時点で認定を受けている市区町村 と しま

 

 

 

     

 

 

4・ 補助対象事業
(以下 「補助事業」 という。 ) は、 以下の (ー) から (5)

 

 

( ー) 既存技術の転用、 隠れた価値の発掘 (新技術、 ン、 )

を行う新たなビジネスモデルにより、

(2) (※ ー)

定から実行までの支援 (※2) 確認書ヘの記名 ・押印により、 確認さ

有糸合職員を雇用するもの

なお、 第二創業促進補助金の採択と特定非営利活動法人の認証申請は一切関係ありません
ので*

吹のいずれかに該当する者 でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の ー以上を同一の大企業が所有してぃる中小企

発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有してぃる中小企業者
役員総数の2分のー以上を占めている中小企業者

で定義する中小企業者以外の者でぁって、 事業を営む者をいいます。
ただし、 决のし丶ずれかに該当する者にっいては、 して取り扱わないものと します。
中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任糸且合

応募者が個人
応募者が法人の場合、 日本国内で事業を興す者であること。

「在留期間等」 「在留資格」 「在留期間等の満了の田
の項目が明記された住民票を添付してくださいc

訴訟ゃ法令順守上の問題を抱えてし丶る者ではなし`こと。

応募者又は法人の役員が、 暴力団等の反社会的勢力でないこと、 反社会的勢力との関係

反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外と します。

産業競争力強化法に基づ<認定市区町村での創業に対する重点的支援
産業競争力強化法 2月 市区町村を中心とした創業支援事

業の取組みが促進されるよう市区町村におし丶て創業支援事業に関する計画を作成し、
支援するという仕組みがぁります。 商工会議所ゃ金融

機関等と連携し、 当該地域の創業者 創業希望者の支援を行っています。 ~

本事業においては、 産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業する揚合、 創塞予定の認定市区町
才の認定連ぅ』業支戸事業者 の支援を受けた (又は現に受けている)

創業予定の認定市区町村で行われる認定特定創業支援事業を受けた揚合には、 踵の際にそれぞ
れ加点します。

年2月
す。

認定市区町村及び認定連携創業支援事業者はこちらL
h[[pニ//WWW一 chusho. meti. 甦。〟 ip/koiei/Chi iki/sannkakudzmntai. Dd「

本補助金の対象となる事業 の要件をすべ
て満たす事業でぁることが必要です縄

設計'デザイ アイディアの活用等を含む。
需要や雇用を創出する事業でぁること。

認定支援機関たる金融機関又は金融機関と連携 した認定支援機関による事業計画の策
を受けることにっいて、

れること。



として、 創業
して創業

) `

(創業 )

)

7年ー )

※2 .

生産管理、~人事・
労務、

確認な
=

(3)
(2) は (2)

は、

ください。
ださぃ。

(4) 以下の 「創業」 又は と。
 

 

し
'

 

'

(※ー〉
 

 

 

 

※ー
にょる。 ) を行う者。

soumu. go.

(5) と。

して社会通念上、
(昭和23年法律第ー2ー号)
の他の補助金、

助成金の交
付を受けている、

※また、
また、

〝` `

※ー 連携とは、認定支援機関が金贋機関と以下@~@の内容か盛り込まれている覚書等を根拠
新事業支援を実施することか必要となります。

@目的 (認定支援機関と金贋機関かそれぞれの業務を通し 双方か連携 新事業の
展開を支援すること。

@支援対象 新事業の展開を目指す者を支援対象とすること。
@支援内容 (認定支援機関は事業計画策定から実行までの継続的な支援業務を実施すること、
金贋機関は金融面ての支援に協力すること。

@覚書等の有効期限 (有効期限が平成2 2月まで見込めること。
@認定支援機関と金藺機関双方の押印がなされていること。

支援内容は、 事業計画策定、 補助事業の適正な実施を含む実施期間中の支援、 補助事業終
了後のフォローアップを必須と します〝 具体的な支援内容は~ 財務・金融、

販路開拓などの個別課題に対する助言、 補助事業の適正な実施及陣業の成果に係る
どを指します。 補助事業者が受けた支援内容にっし`ての報告は、 別途指示に従い事務

局へ行ぃます。 なお、 認定支援機関が実施する補助事業期問中の支援又は補助事業終了後の
フォローアップ状況等にっぃて、 とりまとめて仏俵する齢がぁりまず。〝

金薫機関からの外部資金にょる調達が粉・見込める事業でぁること。
応寡書類 事業計画書様式2の @本事業全体に係る資金計画 (第二倉U業におぃて
@本事業全体に係る資金計画) における 「金融機関からの外部資金の調達見込みにっいて」

,必ず記入して なお、 外部盗金の調達は政府系金薫機関の利用も可能です。 その場合、
民問金融機関との協調融資もご検討く

`
「第二倉"業」 のいずれかに概ね合致するものでぁるこ

事業内容
「倉=業」 地域の需要や雇用を支える事業ゃ海外市場の獲得を念頭と

た事業を、 曰本国内において興すもの。
既に事業を営んでいる中小企業者又は特定非営利活動法人に

「第二倉U業」 ぉいて後継者が先代から事業を引き継ぃだ齢に業態転換ゃ
新事業'新分野に進出するもの。

これまで行っていた事業の属する事業とは異なる事業 (業種は日槻準産業分類の細分類 r

総務省HPをご覧くださぃ
http2//www. jp/toukei toukatsu/index/seido/sangyo/

以下のいずれにも合致しなぃこ
欧公序良俗に問題のぁる事業
@公的な資金の使途と 不適切であると判断される事業 (風俗営業等の規纈j及び業

〝 務の適正化等に関する法律 第2条におぃて規定ずる風俗営業など) 〝

@国 触立行政法人を含む) 助成金を活用する事業
※本補助事業期問内に、 同一の事業計画で国 (独立行政法人を含む) の他の補助金、

又は受けることが決まっている場合は対象外となります。
同一の事業計画で他の補助金、 助成金を申請中の齢で、 ぃずれも採択された場合は、

どちらを活用するかを選択して頂きます。 該当…入馨こ入がなく、 後日事実が明らか
になった齡には、 採雌であっても魍の交付を取り消す齡がぁります〝



 

I5. 補助事業期間
交付決定日から最長で平成2 7年ー ー 5
中 )

※ 「創業」

また、 公募開始日 (平成2
2 日)

-

ー

本補助事業期問は、 ー月 日までとなります。
(現在、 繰り越し手続き

の場合は、 補助事業期問完了日までに個人開業又は会社・企業組合'協業組合・特定非
営利活動法人の設立を行う必要があります。 「第二倉=業J の揚合は、
7年3月 以降6か月以内かっ補助事業期問完了日までの問に個人事業、 会社又は特定非営
利活動法人の事業承継を行ぃ、 補助事業期問完了日までに既存事業以外の新事業を開始する必要
がぁります。
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(支払)

 

 

 

 

    

     

  

補助金
審査委貫会

@審査'採択

D

創業・第二倉=業
蠅補助金
裏務局

@事業計画策定支
援・実行支援確認

@応募

A
h

@採択通知

M

@交付決定

」

@確定検査 (交付額決定)

V
@交付申詰

U

@完了報告

r

@補助金請求

「認定支援機関
たる金融機関」
又は 「金融機関
と連携した認定
支援機関」

淵
創業予定者、
中小企難、
特定非営利活
動法人

C

A
w

@補助金交付 Ar

@事業化報告 C



 

 

 

7.
 

 

 

(※)
 

 

 

※人件費 ' 交付決定日ょり前の契約でぁっても、 交
ます。

が対象となり ます。
その他、
象外となります。

 

以下に 、

 

 

 

(例示) ]
 I.
 

(ー)

(パー ト、

) ) 、

は、

5万円が限度 (ハ~ート、

代表者及び役員 (監査役、
・

・

'
レク 娯楽に当たる手当

 

II.
 

 

(ー)

' '

・

・

 

 

補助対象経費
補助事業実施のために必要となる経費となりますが、 以下の@~@の条件をすべて満たすものを対象

とします。

の 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
@ 交付決定日以降の契約 ・発注にょり発生した経費
@ 証拠ー類等にょって金額' 支払等が確認できる経費

店舗等借入費'設備リ一ス費について`
付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は、 対象となり

※下記に記戴されている 【対象となる経費】
下記に例示された対象とならない経費` 及び記載されていない経費は原則補助対

【対象となる経賽】 【対象とならない経寶の一部】 を例示しますのでご参照ください。

〔補助対象となる経費` ならない経費の主なもの
対 驚 驚 賽 (例示)

人件費

人件費
【対象となる経費】
・本補助事業に直接従事する従業員 ァルバィ トを含む。 補助事業の実施ために必要となる交付決定曰よ
り前に雇用した者を含む。 に対ずる給与 (實与・ 諸手当を含む。 賃金
※日本国外で従事する従業員にっいて 国内の事務所等と直接雇用契約を締結した邦人に限る。
※補助対象となる金額は、 ー人当たり月額3 アルハ"ィトはー人当たり 日額8千円が限度)
となります。

【対篆とならない経費の一部】
法人の場合は 会計参与を含む) の人件賓
組合の場合は、 役員及び組合員の人件費
個人事業主の場合は、 本人及び個人事業主と生計を一にする三親等以内の家族の人件費
雇用主が負担する社会保険料、 労働保険料等の法定福利費

'食事手当、 リェーション手当等の飲食、
・通勤手当や交通費に含まれる消費税及び地方消費税相当額
・補助事業の実施のために交付決定日より前に雇用している者がいる場合、 交付決定曰より前に支払った給与、
賃金
薫幕費
起彙ー創藁に必婁な奮公庁への申傭讐類作成費に係る鮭費

【対象となる経費】
国内での開業、 法人設立、 既存事業部門の廃止に伴う司法審士 行政譬士等に支払う申請資料作成経費
※作成経費内に下記のものが含まれてぃる場合は、 除外すること。

【対彙とならない経費の一部】
・商号の登記` 会社設立登記'廃業登記'登記事項変史等に係る登録免許税
定款認証料、 収入印紙代
その他官公署ヘ対する各種証明類取得費用 (印鑑証明等)
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店讐簾碓入費
【対象となる経費】
・国内の店舗・事務所・駐車揚の賃借料'共益費
国内の店舗'事務所・駐車揚の借入に伴ぅ仲介手数料
・住居兼店舗・ 事務所にっいては、 店舗・事務所専有部分に係る賃借料のみ
※聞仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と朋確に区別されている場合。

【対象とならない経費の一
”Igfi 事務所の賃賃契約に係る敷金 保証金等
火災保険料、 地震保険料
応募者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗等借入寶
・海外の店舗 ・事務所の賃賃借契約に係る賃借科・ 共益費、 借り入れに伴う仲介手数料
既に借用 している場合は、 交付決定日ょり前に支払った賃借料
第三者に賃す部屋等の賃借料

【対象となる経費】
・国内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内菫~工事費用 (住居兼店舗'事務所にっぃては` 店舗・事務所専
有部分に係るもののみ〝 問仕切り等にょ り物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場

※間仕切り等にょり物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合上
国内で使用する機械装置 備叩の調達賽用
裏務所 店舗内で本補助事業実施にだけ使用する固定電話機、 FAx機の調達費用

※設備にっいては、 原則としてリース レンタルで調達することを推奨します。 外装工事・ 内装工事及び設備で
単価 以上のものにっいては、 補助事業終了後も一定期間において、 その処分等にっき事務局
ヘの承認手続を要する義務がぁります。

【対象とならない経費の一部】
・消耗品
中古叩購入費
不動産の購入賽
・車両の購入費 (リース レンタルは、 対象となります。)
汎用性が高く、 使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用

ヵメラ等容易に持ち運びができ、 他の目的に使用できるもの)
建物本体に影響を与ぇる増築工事、 改築工事、 外構工事等
・海外の店舗'事務所の開設に伴う外装エ事・ 内装工事費用
・海外で使用する機械装置・ 工具'器具・備品の調達費用

している物等の交付決定曰より前に支払った賃イ遡
トゥェァの購入費、 ライセンス費用

鷹材料費
【対象となる経費】
・試供品 サンプル品の製作に係る経費 (原材料賽) して明確に特定できるもの (補助事業期問内に使い切る

ことを原則とします。)

【対彙とならない経費のー部】
主として販売のための原材料仕入れ・ 商品仕入れとみなされるもの
見本品 (試着品 試食品) ゃ展示品でぁっても、 販売する可能性のぁるものの製作に係る経費
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知的財奮橿尊闔醜費
團内' 外團特簾尊取疇賽
【対象となる経費】
本補助事業と密接に関運し、 その実施に当たり必要となる特許権等 意匠、 商標を含む) の取得に
要する弁理士費用 (国内弁理士、 外国現地代理人の事務手数料)
外国特許出願のための翻訳料
外国の特許庁に納付する出願手数料
先行技術の調査に係る賽用
国際調査手数料 (調査手数料、 送付手数料 追加手数料、 文献の写しの請求に係る手数料)

'国際予備審査手数科 (審査手数科` 取扱手数科、 追加手数料、 文献の写しの謂求に係る手数料)
※事業完了までに出願手続き及び賽用の支払ぃか完了してぃるニ とか条件です
※出願人は本補助金への応募者 (法人の場合は法人名義) のみと
※補助事業者に権利が帰属することが必要です。
※補助対象経費総額 の紛のーを上限と します。

【対象とならない経費の一部】
他者からの知的財産権等の買い取り賽用
曰本の特許庁に納付される出願手数料等 (出願料、 審査請求料、 特許料等)
拒絶査定に対する審判謂求又は訴訟を行ぅ場合に要する経費
国際調査手数料' 国際予備審査手数料におぃて、 日本の特許庁に納付される手数料
外部の者と共同で申讀を行う場合の経費

'本補助事業と密接な関連のなし`知的財産権等の取得に関連する経費
他の制度にょり知的財産権の取得につし`て補助等の支援を受けている場合

酬金
【対驚となる経費】
本補助事業実施のために必要な謝金と 依頼した専門家等に支払ゎれる経賽
※謝金における専門家は、 士業及び大学博士 教授等です (その他の専門家は 委託費」 の整理となり ま

す〝

【対象とならない経費の一部】
本補助金の応募に関ずる応募譬類作成代行費用

麦せ一一一”麦寧[一一~嘱ヨ 7',

H7

【対象となる経費】
・本補助事業の実施に当たり必要となる販路閉拓・本補助事業のPRを目的と した国内・海外出張旅賽 (交通賽
宿泊料) の実寶 (事業者本人及び従業員。 専門家に対ずるものも含む。)
原則宿泊科にっいては、 下表の金額が上限額となりますc

※表示価格は全て税抜です〟
乙地方

宿泊料
束京都特別区、 千葉市、 横浜

地域区分 川崎市、 相模原市、 左記以外のすべて
堺市、 神戸市、 広島市、

(海 ※表示価格は全て税抜です。
指定都市

宿泊料 (円/泊)
北米 ロサンゼルス`

シントン、 サンフランシスコ
西欧 」 ジュネープ、 ロンドン、 パリ
束欧 モスクヮ
中近束 ァブダヒ、 ソッダ、

U ャ F
地域 〟〝

区分 毒冨す暑墓 シンガポール

南西アジァ

中南米
大洋州
アフリカ アヒ〝ジャン
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【対象とならない経費のーー部】
・タク シー代、 ガ丿 髙速道路通行料金、 レンクヵー代等、 公共交通機関以外のものの利用にょる旅賽 (鉄
道のグ丿ーン斬ーj用科金、 航空機の国内線プレミアシー 卜等及び国際線のファース

ト触も全額雌となりません。〉
・旅行代朧の手数料

食卓料
プリペイ ドカ一ド付き宿泊プランの当該プリぺイ

・ 通勤に係る交通費 人件費」 の讐理となります。 消費税及ぴ地方消費税相当額を除く。)

マ一ヶティング蠣賽費 (自社で行ぅマ一ヶティング醐賽に簾る賽用)
【対象となる経費】
市撮繭査賽、 市撮翼査に要ずる郵送料 メール便などの実賽
讀査に必要な派遭 役務等の契約にょる外部人材の費用

【対象とならない経費の一部】
・切手の入を目的とずる費用
・調査の実施に伴う記念品代、 謝礼第

広蔽費 (自社で行ぅ広巌に係る費用) `

【対象となる経費】
販路開拓に係る広告宣伝賽、 パンフレッ ト印刷賽、 展示会出展賽用 (出展科・ 配送料)
宜伝に必要な派遣 役務等の契約にょる外部人材の費用
ダイ トメールの郵送科・ メール便などの実費

'販路開拓に係る無料事業説朋会開催等賽用
広報ゃ宣伝の為に驚入した見本品ゃ展示品 (商品-製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ)

家電琵販店等においてぁる製品のモックアップ、 飲食店店頭に展示されてぃる食品見本等 )

※商品の概要、 ニュアンス等を伝ぇることを目的と 実際の製品同等の使用が出来なぃことが原則。

【対象とならない経費の一部】
・切手の措入を目的とする費用
本補助事業と関係の無い活動に係る広報賽 (補助事業にのみ係った広報費と限定できなぃもの)

外注費
【対象となる経賽】
事業遂行に必要な業務の一部を第三著に外注 (詰負) するために支払ゎれる経費 (上記 に該当
しなぃ経費)
※捕助対象期間中に請負契約の締結か必要です。
※謂負とは…業務の完遂が義務でぁり、 その結果に対する報酬が発生ずる契約形旗

【対象とならない経費の一部】
侑償で貸与するものを含む。) の製造及び開発の外注に係る費用

在庸処分費
【対象となる経賽】
・第二蒼=業の揖合に、 既存の不採第事業における在庫を、 自社で廃棄又は専門業者に依頼して処分するために支
払ゎれる経贄
※在庫を売った対価を得られる第合は、 対象となりません
※補助対象期問中に契約の締結が必要でず。

“I
【対象となる経寶】
・第二倉聾業の齢に` 既存の不採算事業において借りていた事務所ゃ工場等の建物、 設備澤 髑等を返却ずる際に、
故障が生じてぃるものにっぃて、 自社で修繕又は専門業者に依頼して修繕するために支払ゎれる経賽
※補助対彙期問中に契約の締結が必要でず。

解体費及ぴ処分費
【棘となる経費】
・既存事業部門の廃止に伴う機械装置 工具 備品の処分費
第二倉U業の揖合に、 既存の不採第事業において所有してぃた設備機器等を解体する際に、 自社で解体又は専門
業者に依頼して解体ずるために支払ゎれる経費
※補助対象期間中に契約の締結が必要です。
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【対象とならない経費の一部】
建築物の解体

鷹状回攣費
【対象となる経賽】
第二創業の場合に、 既存の不採算事業において借り いた土地ゃ建物、 設備機器等を返却する際に、 自社で修
理又は専門業者に依頼して修理して原状回復するために支払ゎれる経賽
※補助対象期聞中に契約の締結が必要でず。

馨托費
【対象となる経費】
裏業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託 するために支払ゎれる経賽 (市揚調査にっぃて調査会社
を活用ずる揚合等)
士業ゃ大学博士ー 教授等以外の専門家から木補助事業に係る指導・ アドバイスを受ける経費
※委託費は」補助対象経費総額 の2分のーを上限とします。
※委託先の選定に当たっては、 して2者以上から見積をとることが必要となります。 ただし、 委託する
事業内容の性責上` 2者以上から見積をとることが困難な揚合は、 該当する企業等を随意の契約先とするこ
とができます' その場合、 該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。

※補助対象期問中に委託契約の締結が必要でず。

【対象とならない経費の一部】
(有償で貸与ずるものを含む。) の製造委託及び開発委託に係る費用

その他費用
【対象とならない経費】
※上記L ~肛 に区分される費用におぃても下記に該当する経賽は対象となりません〟

通信運搬費 (電話代、 切手代` ンターネッ ト利用料金等)、 光熱水費
商品券等の金券

-事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、 雑誌購読料、 新闔代、 誓籍代
団体等の会費、 フランチャィズ契約に伴う加盟料・ 一括広告賽
・応寡者本人及び従業員のスキルァップ、 能力開発のための研修参加に係る費用
飲食、 奢移、 遊興、 接待の賽用
自動車等車両の修理費・車検賽用
税務申告、 決纂讐作成等のために税理士、 公認会計士等に支払ぅ費用及び訴訟等のための弁護土賽用
公租公課 (消費税及び地方消費税等)、 各種保険料
振込手数料
借入金などの支払利息及び遅延損害金
上記を含め、 他の事業との明確な区分が困難である経費

公的な資金の使途と 不適切な経賽

績助対彙と撃められる糧費 (補助対象経費: の3金の2麩臼であって、 以下のとお

p となりますので、 補助事業期問中は借入金等で必要な資金を自己調達す
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「創業」 ー00万円以上~200万円以内
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以下の (4)
提出先 (問合せ先) 等

 

東京都中央区築地3一ー 6一9
創業 ・ _ぁて ~

TEL: 03—5550—1 31 1

の式を必
ー 4ぺージの

審査委員が行ぃますので、
枠を広げて適切に記述

をしてください
片面印刷で左肩を “ク 丿 としてくださぃ。 また審査に当たり 日

してく
ださぃ。

提出方法
郵便又は宅配便等にて行ってください。

上記 (ー) の締切日のー 時間を過'
'

提出の際は、 「創業 '一

ください。

ください。 ・ 「持参」

 

 

 

  

ー 「ー 8. その他 (6) に

は、 法的保護 (特許 ・ 実用新案等の手続

訂正

 

類 型 〝補助金額の範囲

補助対象経黄 (7ダー iぺー (第二創業において、
ジ) を廃止する場合は、 廃止費用と

)〟

ーg. 応募件数 ー

業なお、
n一者での応募は、 します 「第二倉=業」 のいずれかー件)

4年度補正予算及び平成2 5年度補正予算 ぅ-完

業補助金) におぃて採択された者は本魍金の応募はできませんので、 ご注童く

((3)

応募手続きの概要 ~ー

募集期聞 `

平成27年3月2日 (H) 3月3ー日 7時 〔当日必糟〕
※なお" の鸞子申謂による壌合は、 平成27年4月3日 (金) までとします。

ア一バンメィッピル2F
第ニ創業促進補助金事務局

提出書類
蟻集で指定する事業計画
提出書類の詳細は、 【提出必要書類} をご覧〈ださぃ〝

※事業計画の審査は、 提出された事業計画害及び関連資料をもとに、
審査委員が適切な判断を下せるょ う記入欄に基づき 必要に応じて、

※提出する書類は、 ップ留め” '

黒コヒーを用いる船がぁりますので、 資料にっいては、 白黒でも判別できるものと

事務局への応募害類の提出は、
7時迄に受付できるょうに余裕をもって提出してください。

ぎますと受付できませんので、 ご注意ください。
なお、 封筒等の表面に 篭二 言

※婁類を郵送ずる齢には、簡易書留ゃ特定記録などを利用 し、配達されたことが証明(確認)
できる方法にょってお送り なお、 「FAX」 にょる提出は受付できま
せん。

※応募書類及び添付書類等にっいては、 8ぺージ 個人情報の管理J
基づき、 厳正な管理を行います。
なお、 特呂=なノ ゥ丿丶ウや営業上の事項にっいて
き) を行うなど応募者ご自身の實任で対応してください。

※選考は受付期問内に提出された書類にょり行いますので、 書類の差し替ぇ、 追力=提出、
等には応じられません。 特に公的審類は 入手が遅れ、 発送時に間に合ゎなく なる獄がぁ
りますので ご注意くださぃ。
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のないよう、

 

ー

創業 第二創業促進補助金の申請は、
一

ト ト (ミラサポ) J

 

ミラサポでは分野ごと

用いただける他、

(金〉 まで) 。

・

 

※事業計画書の記入もれや添付資料のもれ等の不備がぁづた場合は、 不採択となります。 もれ
提出前にご自身でよく確認してください。

※提出された応募書類及び添付書類等は返却いたしません。.

債子申晴について (3月中旬開始予定)
電子申請がご未=用ぃただけます。

電子申請は中小企業庁が運営ずる支援ポータルサィ 「未来の企業応援サィ
から申請いただけます。

の専門家デラタべースが整備されているため、
各専門家に対し自社の様々な経営課題の解決に向けた相談ゃ派遣依頼機能を
一〝 事業成功に向けた様々な情報やサポートツールをご璃j用いただけます。

なお、 電子申請は必須ではあり'ませんが、 郵送・宅配便等により応募ナる場合ょり も締切が長
くなっております (平成27年4月3日

電子申nにLしては 計; 旦…靴皇土 足進~=亭… 金事務局HPを御鰯ください。



 

 

、
 

(写し)
 

 

ル
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[その2〕
 

 

@会社
 

 

 

・

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

J

 

 

 

 

【提出必要書類】
藁寡軒團讐 (纉式ー 績式2)
馨定支攫攣疇支遽積撃讐
=完ら金巖支裸を行ゎない躍定支攫債闔の疇合、 躍定支攫機闔と金囃攣闔との闔に交わした遺攪に闔する賞ー轟 の濱付
ヵ必憂

原本 ー部、
コピ一3部

憲定支覆鸞贋の疇定遺知讐 (尊し)
(撃定支攫攣疇が糞ー攣闔で薫い疆合は、 金翼攣闔の鸞讐 (EL)

コピ一a部
コピ一3部

ーー2・を醒薫した鸞子攣体 (CD—RC) (ー子寧醸の壇饗は不裏)
=原則〝 以下の形式でCDーRに保存してください'
ー'薫裏叶團讐…Wmdファィル (糧出讐頼の押印慧し版L 2^認定責橿鱧闔支贋籠認讐…P肝ファィ 〈押印済みの文讐)

ー部

檎足騰明賽孵
=必婁に応じ添付可鮠〝 澪付する鸞合はA4版片面印刷ー 。枚権贋までの印刷物に限ります (A3版の折りたたみは不可)〟
=応寡讐顆の 「ビジネスコンテス トの受黛蓑續」 債に竄轟された疆合は` 当讀ビジネスコンテス トの内審及び受鸞が積譲できる
實君薯バンフレッ 卜及び轟鬱状の写し寡) を議付いただ< こともできます。 潰付する鴎は` A4版片面印榊ー 0枚糧贋として
<だ い・

原木 ー部、
コピ一3部

澪付讐薫

麗定市区町村又は撃定遣攣創藁支覆薫彙費にょる支攫橿撃讐 (醸当する疇奮)
=特定鄭彙支橿薫裏にょる支橿を憂けたことの証明讐をお持ちの方は` 不憂です・ 原本 ー部

臓
港
三

盧定市区町村が麓行する赫定創薫支攫薫幕にょる文攫を攣けたことの旺翼讐 (撃当する轟合) 原本 ー部

住民豪※ー (応裏日以齠3ヶ月以内に発行されたもの) 原本 ー部

別法人の役ーに就任している壇合は、 当骸法人の贋歴藁墳全部旺明讐 (応寡日以繝3ヶ月以内に糞行されたもの)
=橿巖の法人の役費に就任している傷合は` 全て添付して<ださい〟

鹸
葦
か
斗
蠣
融

d
『
赫
贅
』

…

原木 ー部

@槽人藁藁王の方
住民裏※ー (応裏日以前3ヶ月以内に糞行されたもの)
=応寡日以齠に奮裏薫攣している疇合は後鬱者〟 応裏曰以贋に薫幕竈樓予定の鱧合は先代のもの m: ー都

贋近の疆定寧篭讐一式 (税競賽褻付印のぁるもの※2〉
=憂紙に受付印がない傷合` 「納税証欟賽 (所鱧金疇の証欟賽H (床本ー酬)もしくは、 「躁税証明賽」 (所傳金
額の妃戴のぁるもの) 阨木一齠)も遣加で捉出〟

コビ一4部

*彙承鱧を終ぇてぃる蠣合` 先代の魔裏届及び攣鬱者の闔裏属 コピ一4部

贋歴薫項全轣証明讐 (応薫日以的3ヶ月以内に発行されたもの) 原本 ー部
贋近の積定申告讐 [董紙 (税務賽受付印のぁるもの※2) 及び別表4(所甕の欟轟叶薫U
=表紙に褻付印がない疆合` 「納税証明讐 [その2〕 (所傳金奮の竈明讐= (燻本ー部)を遣加で糧出〟

コピ一4都
贋近の決薫讐(費繕対照表 橿益叶纂讐) コピ一4部

咋
葦
腿
畔
蠣
司

d
『
灘
量

H
抽
』

豆

藁豪竈攣を終ぇている壇合` 役ー巽重の宜澱公萱又は役賽轟の蕁任決薫の疆竈巖等 コビー4部
@特定非嘗利活動法人

贋歴薫蠣全飾証明讐 (応寡日以齠3ヶ月以内に免行されたもの) 原本 ー部
贋近薫豪年廣の薫裏醸篭讐、 活艶叶薫讐、 費構対照憂 コビ一4部
中小企裏蕎の支攫を行うために中小企幕者が主体となって股立する瘍合` 社賽総会における表決鷹のニ分の一以上を
中小企裏者が有してぃることが分かる實君

原本 ー部、
コピ一3部

※ー 住民翼について` 外團籍の方は` 「團籍 '地城」 「在闔期闔警」 「在留寶格」 「在留期聞等の満了の日J 「30条45親定区分」
の項目が明配されたものを捉出してください〝
税務薯受付印が必婁な讐類について` 量子申告等を行った蠣合は、 「メール詳紬 く受債遭知) を印刷したものを受付印の代用と
して添付して<ださい〟
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 I11. 選者 '

選考は、
(全ての方)

主に2ぺージ 「2

は、

タ
サービス、 と。

2.
商品
ること。
事業実施に必要な人員の確保に目途か立ってぃること。
になっていること。

3. 事業の収益性
` ・

商品、 サービス、
ょ

ること。

4 事業の継続性

う対応が考えられていること。
また、 売上

性・
5.

一 = (2)
  

 

 

e. 認定支援機関による支援の確実性
と。 補助事業の適正な実施を含

_

(注ー)

(注2) 応募書類作成、

  

 

2.
~

応募者全員
に対し、

 

 

'ー
資格要件等及陣業内容等の審査により行います。 審査の手順は以下のとおりです。

@ 資格審査
補助対象者」に適合しているかを審査します。

@ 書面審査 噴格審査を通過した方)
外部専門家でぁる審査委員が事業計画書等の提出された書類をもとに、 下記の着眼点に基
づき、 審査します。

上記@@の後、 「審査委員会」 を開催して採択者の決定を行ぃます。
審査結果にっぃて 採択の可否を書面で通知します。

〇主な着眼点は、 以下のとおりです。
1. 事業の独創性
技術ゃノ ゥ丿丶ウ、 アイディアに基づき、 ゲッ トとずる顧客ゃ市場にとって新たな価値
を生み出す商品、 又はそれらの提供方法を有する事業を自 ら編み出してぃるこ
事業の実現可能性

サーピスのコンセプト及びその其体イ齔までの手法ゃプロセスがょり朋確となってい

販売先等の事業ハートナーが明確

ターゲッ トとする顧客や市場が朋確で、 又はそれらの提供方法に対する
ニーズを的確に捉えており、 事業全体の収益性の見通しにっいて、 り妥当性と信頼性がぁ

'

予定していた販売先が確保できないなど計画とおり進まない場合も事業が継続されるょ
〝

事業実施内容と実施スケジュールが明確になってぃること。 利益計画が妥当
信頼性があること。

資金調達の見込み
金融機関の外部資金にょる調達が十分見込めること。

ミ= 〝 = 暑様式2の @本事業全体に係る資金計画 (第壇=業において

認定支援機関にょる事業計画の策定支援が適切にされるこ
む実施期問中の支援、 補助事業終了後のフォローアップが十分期待できること。
菫岬~'・・ 不g 五・剛…-) に一するお王剤い合わせには、 一切応じかねますので予めご

承知おきくださぃ。
選考に係る審査料等は徴収いたしませんが、 送付等に係る賽用は応… 鼻

自己量担となります。

|1 採択
` I

審査の結果は、 中小企業庁ゃ事務局のホームぺーシにおし丶て採択者の公表を行うほか丶
事務局から文書にょる採否結果の通知を行います。



 

ーー 3・ 交付決定 ー

_ 採択の通知後、

, また、
務局が交付決定通知書によ り正式に決定、

・

ご留意くださぃ。

し

(注) '

原則と こ
と と

また、 当 決定し通知した ~

金 `

ーー 4. 補助金の交付
〟

~ ' ` I

補助金交付ま
しては、 できるだけ

う、

 

  

  

 

 

 

ーー 5. 交付決定後の注意事項 ' 繍 ー

(ー>

行ってください。

(2)
交付決定を受けた後、 っ

廃止しょっ
(3)

(以下 ー

という) 0

5年問、

(5)
5年問、

精査の結果、 交付した補助金
〝
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採択された方から補助金交付申請書の提出等 補助金の交付に係る必要な手続きを
行って頂きます。 〝

補助金の交付予定額、 補助事業期問等にっいては、 補助金交付申詰書の内容を精査の上、 事
通知します。 事務局が交付決定通知書にょり通知ずる補助

金交付決定額は、応募時の補助金交付希望額より減額となる場合がございますので、
※補助金交付申請書の作成に当たっては、 消費税及ひ地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載
なけれぱなりません。

消賽税等仕入控除税額とは 〝

補助事業者か轢税事業者 (免税事業者及び簡易課税事業者以外) の船、 本事業に係る腺税仕入に伴い、
消費税及び地方消賽税の還付金か発生することになるため、 この還付と補助金交付か重複しないょぅ` 課税
仕入の際の消費棚び地方消費税相当額にっいて、 してぁらかじめ補助対象経費から減額しておく

しまず。 この消賽税及び地方消費税相当額を 「消費税等仕入控除税額J といぃます。

〟※事務局が通知する補ヨ' 金六付決定串 嬲 毒 耆縄・…を明示するものでぁり補助金支払額を約束する
ものではぁりません。 使用”ぇか当穿 の予定を超えた触にあっても
縄計 寸決定†を 輔することはできません』

的

補助金の交付にっいてば 補助事業の完了後 30日以内に完了報告書を提出して頂き、 実施した事
業内容の検査と経費内容の確認にょり交付すぺき補助金の額を事務局にて確定した後、精算払ぃとな
ります。

※補助金の交付には、 完了報告誓の提出後2~ 3ヶ月程度の期間が必要です。

※補助金交付までの間の事業資金に対するっなぎ融資にっし丶て、 中小企業庁は金融庁を通じて金讐
機関に、 っなぎ薫資に関する相談には適切に対応ずるよう要請を行っております。
での問の事業資金に対ずるっなぎ融資の利用を検討されている方におかれま
お早めに認定支援機関及び金融機関に的してご相談いただきますよ 準備をお願いします。

'鐘的象となりま土g

個人開業、 法人設立及ぴ事業承継完了の報告
「倉=業」 で交付決定を受けた方は個人開業又は法人設立後に、 「第二創業」で交付決定を受け
た方は事業承継完了後に、 速ゃかに所定の届出を事務局に対し

fiE’JlMQE‘I‘EWfi-‘bfiwfiififlffigfi ‘

本事業の経賽の配分若しくは内容を変更しょ とする場合又は本事業を
とする場合等には 事前に事務局の承認を受けなければなりません。

遂行状況謂査及び報告
補助事業期聞中において、 事業の遂行状況を適宜確認いたします。 事務局が指示する日
「遂行状況報告田 までの遂行状況にっいて、 遂行状況報告日から3 日以内に報告書
を事務局へ提出 して頂きます。 '

〝(4) 奮業化状況報告
補助事業完了後、 当該事業にっいての事業化状況を事務局へ報告して頂きます。
収益状況報告
補助事業完了後、 補助事業に対ずる収益状況を示す資料を作成して頂きます。 資料に
てー定以上の収益が認められた場合には、 事務局に報告して頂き
の額を上限として収益の一部を納付していただきます。
ー定以上の収益が発生した場合の納付金額の算出式は以下のとおりです。



一 【 (B一C) 】

正の値であっ

A: 補助金交付額
B:
の各年度の累計)

C:
D:

) )

〟 (6)
は した

〝

」、 は、 又は 「中小企業の会
(ー 8ぺージ ー 8. その他 (2) をこ 〉

(7)

加えて
また、

を行い、 収入がぁったときには、

(8)
また、

会計検査院等が実地検査に入るこ

ーー 6. 反社会的勢カとの関係が判明した場合 ー

`

(ー)
1. 暴力団 2・ 暴力団関係企業
5. 6・ ゴロ 7.

~

(ィ)

(ハ) 自己、
したと認められること。

(ニ

(ホ)
れるべき関係にぁると認められること。

(2) 応募者 代表者及びその役員 取締役、 執行役又
相談役、 法
取締役、
) ) について 採択を

また、

(2) と同様の取
し

ー.
・

2
3・ 取引に関して、 し、 または暴力を用ぃる行為
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基準納付額: XA+D
上記の式により算出された額から前年度までに収益納付した額を差し引き、

た場合には、 収益納付が発生します。

(本事業にて交付を受けた補助金額)
補助事業に係る収益額(補助事業に係る営業損益等(売上高一製跚価一一販売管理費等)

控除額 (補助対象経費)
補助事業に係る支出額 (本報告の事業年度までに補助事業に係る費用と して支出された
全ての経費 (補助事業終了後に発生した経費を含む。

補助事業の経理
補助事業に係る経理にっぃて、 帳簿や支出の根拠となる証拠類にっいて 事業か完了
年度の終了後5年問、 管理 保存しなければなりません。

帳簿等のイ偕成に当たって 「中小企業の会計に関する基本要領」
計に関する指針」 参照ください。 に拠った信頼性のぁ
る書類等の作成及び活用に努めてください。

取得財産の管理等
補助事業において取得した財産にっし丶ては善良なる管理者の注意をもって適切に管理して頂

きます。 取*尋fh3がー 牛当たり50万円p 上の取〝財産にっぃては、 事業終了後も一定塑
問において その処分等にっき事務局の承認を受けなけれぱなりません。 承認後に処分等

補助金のー部を納付してもらうことがぁります。

立入検査
本事業の進捗状況臨のため事務局が実地検査に入る場合がぁりまず。 本事業終了後、

とがぁります。 この検査により補助金の返還命令等の指示がな
された揚合は、 これに従ゎなければなりません。

ブ 提出頂く事業計画譬中に反社会的勢力との関係が無ぃことを誓約頂きます。 〝

反‡土会的勢力とは以下のレ丶ずれかに該当する者を言ぃます。
嚢力団員 3 暴力団準構成員 4・

総会屋等 ‡土会運動等標ぼう 特殊知能暴力集団等
8' 前各号に掲げる者と决のいずれかに該当する関係にぁる者

前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営を支配していると認められること。
(ロ)と前各号に掲げる者が自己の事業または自社の経営に実質的に関与していると認められるこ

自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をも
って前各号に掲げる者を利用

)ら剪各号這掲げる者に盗金等を提供し または便宜を膳するなどの関与をしてぃると認め
るニ。

その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、 ‡土会的に非難さ

(中小企業者の齢は、 (業務を執行する役員、
はこれらに準ずる者をぃぃ、 贋問その他し丶かなる名赫を有する者てぁるかを問ゎず
人に対し業務を執行する‡土員、 執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有す
るものと認められる者を含む。 反社会的勢力でぁることが判朋 LtHAx
菫裟ません。 採択後 交付決定後に判朋 した齢でぁっても、 採択ゃ交付決定を取り消し

(3遙葺ブこま賓募者自 ら又は第三者を利用 して以下に該当する行為をした場合は、

暴力的な要求行為
法的な實任を超ぇた不当な要求行為

脅迫的な言を



4. 風説を流布し、

5'
 

 

ー 7. 認定支援機関仁ついて
 

 

近年、 ・ 複雑化する中、
平成2 3 0 日に 「中小企業経営力強化支援法」 中

る制度が創設されま した。

認定制度は、 税務、
の個人、 法人、 中小企業支援機関等を、 経営革新等支援機関と 中小企業に

平成2 7年3月 2 全国2 3, 3 6 認定支援機関一覧にっ
いては、 また、 最

http Z //www. chusho. met i. go. jp/ke i e i /kakush i n/ni nte i /ki kan.

に寄せられていることを踏まえ、
ます。

chusho. meti. go. jp/ke i e i /kakush i htm

は下記のホーム

ださい。

ht. go.

 

 

1 8. その他
  

(ー) 平成2 '

平成2 4年度補正予算の及び平成2 計9, 4 2 3件を
〝

は、

httpニ//www・ smrj' go. ー ity/。ffer/s。gy。/i ndexー htmー

(2) 及ぴ について
は、

ため、

また、 は、 会計専門家が役員に入っている会計参与設置会社
が拠ることが適当とされているように、
中小企業は 、 の どちら

※ だ
さ し 丶。

//www. chusho. met i. go. imu/ka i ke i Ki honYouryou.

(3)

(記帳) し、

て正しい申告をす は、 「青色申告」

18

偽計を用いまたは威力を用いて機構の信用を棄損し、 または機構の業務を妨
害する行為
その他の前各号に準ずる行為

中小企業を巡る経営課題が多様化 中小企業支援を行う支援事業の担い手の
多様化・活性化を図るため、 4年8月 が施行され、
小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定す

金融及び企業財務に関する専門的知識ゃ支援に係る実務経験が一定レべル以上
して認定することにより、

対して専門性の高い支援を行ぅための体制を整備するものです。
日現在の認定支援機関数は、 7機関です〝

下記ホームぺージをご参照く ださい。 認定支援機関に関する不明点等にっし丶ては、
寄りの各経済産業局までお問い合わせください。

htm

なお中小企業庁及び金融庁では、 一部の認定支援機関による不適切な行為に関する情報が行政当局
各認定支援機関に対し、 不適切な行為を慎むよう注意を喚起してぃ

詳しくは下記ホームぺージをご参照ください〟
http2//www. n/2013/13i 127Nintei.

また` 認定支援機関に不適切な行為がぁった場合は、 通報制度があります。 詳しく
ぺ一ジをご参照く

Lpニ //WWW〟 chusho. meti. jp/keiei/kakushi n/nintei/houkoku. htm

4年度補正予算及ぴ平成2 5年度補正予翼 「地域需要創造型等起業 創業促進事業剛
業補助金凵 の採択実績

5年度補正予算の創業補助金において、
採択しております。 採択案件ゃ採択状況の分析、 採択実績のある認定支援機関等の情報にっいて

下記ホームぺージをご参照ください。
j幽uti

「中小企業の会計に関する基本要領」 「中小企業の会計に関する指針J
「中小企業の会計に関する基本要領」 中小企業の多様な実態に配慮し、 その成長に資する
中小享業が会社法上の計算書類等を作成する際に、 参照するための会計処理ゃ注記等を示

したもので 。

「中小企業の会計に関する指針」
一定の水準を保った会計処理を示したものです。

「中小企業の会計に関する基本要領」 「中小企業の会計に関する指針」
でも参照することができます。

「中小企業の会計に関する基本要領」 の詳細にっいては、 下記ホームぺージをご参照く

http 1 jD/za /201 2/0201 htm

個人事業として創業をされる方へ 「膏色申告の勧め」
事業を経営していく上では、 収入金額ゃ必要経賽と言った日々のお金の流れを把握することが

重要となります。 この日々の取引の状況を一定水準で帳簿に記録 その記帳に基づい
る方にっいて の制度があります。 所得金額の計算などにっい



て有利な取扱いが受けられるだけでなく 、 ますの
で、

く4)
小規模企業共済制度は、 会社等の役員を退職したとき、 個人事業

た
いゎば、 です。

掛金月額は、 (500円刻み) で自由に選べます。 掛金は税法上、

smrj. go. htmI

( 5)
は、

取引先企業が倒産し、
の貸し付けを受けるこ

http://www. smrj. go.

(6)
以下の利用

(ただし、

・ ・事業管理のため 国
)

金、 助成金の交付又は応募内容の異同の判断のため、 ) 。

・

' 分析し、 応募者を識別 ・

-

日々の記帳によって経営内容が正確に把握でき
事業の継続' 発展にも大変役立っものとなります。

小規模企業共済のご案内
個人事業をゃめられたとき、

の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく
めの共済制度です。 「経営者の退職金制度」

L000円から7万円までの範囲
全額が課税対象となる所得から控除されます。

※小規模企業共済の詳細にっいては、 下記ホームぺージをご参照く ださい。
http://www. jp/skyosai/index.

経営セ一フティ共済のご案内
経営セーフティ共済 (中小企業倒産防止共済制度) 取引先事業者の倒産の影響を受けて、
中小企業が連鎖倒産ゃ経営難に陥ることを防止するための共済制度です。

売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合、 この回収困難額と積
み立てた掛金総額のー 。倍のいずれか少ない額 (貸付限度額8,皿。万円)
とができます。

※経営セーフティ共済の詳細にっいては、 下記ホームぺージをご参照ください。
jp/tkyosai/index. html

個人傭報の管理
本補助事業ヘの応募に係る提出書類にょり事務局が取得した個人情報にっぃてば
日的以外に利用することはぁりません。 法令等にょり提供を求められた場合を除きま
す。)

本補助事業における補助事業者の審査・選考 (審査には、 (独立行政法
人を含む。 及び申言青害言己載の認定支援機関、 金融機関等に対し、 当該機関の実施する補助

情報提供する場合を含む。
採択後の事務連絡、 資料送付、 効果分析等のため〝
・応募情報を統計的に集計 特定できない形態に加工した統計データ
を作成するため


